
◎
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
法
律
第
九
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
二
日
・
衆
議
院
安
全
保
障

委
員
会

）

○
浜
田
国
務
大
臣

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の

概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
こ
の
た
び
提
出
さ
れ
た
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
準
じ
て
防
衛
省
職
員
の
給
与

に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
準
じ
て
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
の
返

納
事
由
の
拡
大
等
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
第
一
点
は
、
一
般
職
の
職
員
と
同
様
に
本
府
省
業
務
調
整

手
当
の
新
設
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
点
は
、
退
職
手
当
の
例
に
準
じ
て
退
職
後
に
懲
戒
免
職
処
分
を
受

け
る
べ
き
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
の
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
を

返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
な
ど
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金

に
つ
い
て
新
た
な
支
給
制
限
及
び
返
納
の
制
度
を
設
け
る
等
の
措
置
を
行

う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
附
則
に
お
い
て
、
施
行
期
日
及
び
経
過
措
置
等
に
つ
い
て

規
定
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
医
師
ま
た
は
歯
科
医
師
で
あ
る
自
衛
官
等
の
初
任
給
調
整
手
当

に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
よ
っ

て
、
一
般
職
の
職
員
と
同
様
の
改
定
が
防
衛
省
職
員
に
つ
い
て
も
行
わ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
、
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
長
報
告

（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
二
日
）

○
今
津
寛
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
安
全
保
障

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

五
三



本
案
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
例
に
準
じ
て
本
府
省
業
務
調
整
手

当
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
退
職
手
当
の
例
に
準
じ
若
年
定
年
退
職
者
給

付
金
に
つ
い
て
新
た
な
支
給
制
限
及
び
返
納
の
制
度
を
設
け
る
等
所
要
の

措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
昨
十
二
月
十
一
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
本
日
浜
田
防
衛

大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
質
疑
に
入
り
、
質
疑
終
了
後
、

討
論
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
二
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分

配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

防
衛
省
・
自
衛
隊
は
、
昨
年
来
、
一
連
の
不
祥
事
が
続
き
、
国
民
の

信
頼
を
大
き
く
損
な
う
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
防
衛

省
改
革
の
実
行
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、
国
民
の
理
解
と
支
援
を
得
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。

二

前
航
空
幕
僚
長
が
こ
れ
ま
で
の
政
府
見
解
を
逸
脱
し
た
論
文
を
応

募
、
発
表
し
た
こ
と
に
よ
り
防
衛
省
・
自
衛
隊
に
対
す
る
国
民
の
理
解

と
信
頼
を
大
き
く
損
ね
た
こ
と
は
、
遺
憾
の
極
み
で
あ
り
、
当
該
事
案

の
徹
底
的
な
究
明
を
図
っ
た
上
で
、
再
発
防
止
策
の
確
立
・
徹
底
を
図

る
こ
と
。

三

統
合
幕
僚
長
及
び
陸
・
海
・
空
の
各
幕
僚
長
の
人
事
に
関
し
て
は
、

任
命
権
者
と
し
て
の
重
大
な
責
任
を
認
識
し
、
最
適
な
人
材
を
任
命
す

る
と
と
も
に
、
自
衛
隊
幹
部
が
政
府
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
た

言
動
に
努
め
る
よ
う
、
厳
格
な
幹
部
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
。

四

防
衛
省
・
自
衛
隊
に
お
け
る
教
育
の
在
り
方
を
総
点
検
し
、
国
を
守

る
意
識
や
歴
史
観
も
含
め
て
、
適
切
な
教
育
を
行
う
こ
と
。

五

退
職
公
務
員
に
対
す
る
退
職
金
の
返
納
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
公
共

の
利
益
を
重
視
す
る
見
地
か
ら
返
納
事
由
及
び
処
分
手
続
の
見
直
し
等

検
討
の
余
地
が
な
い
か
を
徹
底
的
に
検
証
す
る
と
と
も
に
、
新
設
さ
れ

る
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
趣
旨
、
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
在
り

方
も
含
め
、
不
断
の
検
証
を
進
め
、
改
善
を
図
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
長
報
告

（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
九
日
）

○
北
澤
俊
美
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
防
衛
省
職
員
給
与
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る

審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
例
に
準
じ
て
本
府
省
業
務
調

整
手
当
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
退
職
手
当
の
例
に
準
じ
て
若
年
定
年
退

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

五
四



職
者
給
付
金
の
返
納
事
由
の
拡
大
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
医
官
の
初
任
給
調
整
手
当
増
額
が
定
着
率

に
与
え
る
効
果
、
自
衛
官
へ
の
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
支
給
と
地
方
勤

務
者
の
手
当
の
見
直
し
、
退
職
手
当
等
の
返
納
事
由
拡
大
の
背
景
と
具
体

的
適
用
例
、
免
職
以
外
の
懲
戒
処
分
を
返
納
対
象
と
す
る
必
要
性
等
に
つ

い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い

ま
す
。

質
疑
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
六
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し

た
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
八
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十

分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
防
衛
省
・
自
衛
隊
は
、
昨
年
来
、
一
連
の
不
祥
事
が
続
き
、
国
民

の
信
頼
を
大
き
く
損
な
う
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、

防
衛
省
改
革
の
実
行
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、
国
民
の
理
解
と
支
援
を

得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二
、
前
航
空
幕
僚
長
が
こ
れ
ま
で
の
政
府
見
解
を
逸
脱
し
た
論
文
を
応

募
、
発
表
し
た
こ
と
に
よ
り
防
衛
省
・
自
衛
隊
に
対
す
る
国
民
の
理

解
と
信
頼
を
大
き
く
損
ね
た
こ
と
は
、
遺
憾
の
極
み
で
あ
り
、
当
該

事
案
の
徹
底
的
な
究
明
を
図
っ
た
上
で
、
再
発
防
止
策
の
確
立
・
徹

底
を
図
る
こ
と
。

三
、
統
合
幕
僚
長
及
び
陸
・
海
・
空
の
各
幕
僚
長
の
人
事
に
関
し
て

は
、
任
命
権
者
と
し
て
の
重
大
な
責
任
を
認
識
し
、
最
適
な
人
材
を

任
命
す
る
と
と
も
に
、
自
衛
隊
幹
部
が
政
府
の
一
員
と
し
て
の
自
覚

を
持
っ
た
言
動
に
努
め
る
よ
う
、
厳
格
な
幹
部
教
育
を
実
施
す
る
こ

と
。

四
、
防
衛
省
・
自
衛
隊
に
お
け
る
教
育
の
在
り
方
を
総
点
検
し
、
国
を

守
る
意
識
や
歴
史
観
も
含
め
て
、
適
切
な
教
育
を
行
う
こ
と
。

五
、
退
職
公
務
員
に
対
す
る
退
職
金
の
返
納
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
公

共
の
利
益
を
重
視
す
る
見
地
か
ら
返
納
事
由
及
び
処
分
手
続
の
見
直

し
等
検
討
の
余
地
が
な
い
か
を
徹
底
的
に
検
証
す
る
と
と
も
に
、
新

設
さ
れ
る
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
趣
旨
、
運
用
に
当
た
っ
て
は
、

そ
の
在
り
方
も
含
め
、
不
断
の
検
証
を
進
め
、
改
善
を
図
る
こ
と
。

六
、
懲
戒
免
職
以
外
の
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
も
若
年
定
年
退
職
者
給
付

金
等
の
返
還
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
総
務
省
に
お
け
る
退

職
手
当
の
検
討
の
状
況
を
見
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

五
五


